
 

 

資料 2-1 

 取組内容 令和 4 年度～令和 6 年度実績 

１ 地域生活移行推進事業（大阪市独自事業） 

(1)長期入院患者に対し、退院に向けた意欲喚起 

(2)地域生活移行推進事業者連絡会の実施  

 

 

(1)地域生活移行推進事業の実績 【資料２-２】【資料２-３】 

(2)実施回数：年３回  

  参加事業所数：11 事業所 

2 大阪市被保護精神障がい者等地域移行支援事業 福祉局生活福祉部保護課により実施 【資料２-４】 

3 普及啓発 

(1)精神科病院への啓発 

  入院患者及び病院スタッフを対象に交流会や啓発講座

を実施する 

 

(2)ピアサポーターによる啓発 

  ・病院と地域を結ぶ地域交流会の実施 

  ・市民講座、家族教室、ボランティア講座等での体験談

発表 

  ・冊子「みんなの語り※」 発行（２年に１回） 

※ピアサポーター養成講座修了者の体験談集 

  ・ピアサポーター活動に関する周知用リーフレット発行 

 

(1)精神科病院への啓発     

年度 R4 Ｒ5 R6 

回数 12回 24回 9回 

 

(2)ピアサポーターによる啓発 

・地域交流会：R4、R5 はコロナ禍で開催なし。 

R6 は 1 回開催。46 名参加。 

・市民講座・家族教室等へ当事者講師の派遣  

年度 R4 Ｒ5 R6 

回数 28回 36回 40回 

・「みんなの語り part7」（R5 発行） 

・ピアサポーター活動に関する周知用リーフレット(R4 発行) 

4 ピアサポーターの育成 

(1) 精神障がい者ピアサポート支援者研修の実施  

年 1 回、事業所等にて精神障がい者を支援する職員

に対してピアサポーターの役割と活用等に関する研修を

行う（R3 年度から開始） 

(2)ピアサポーター養成講座の実施 

年１講座（全８回）を実施し、ピアサポーターを養成

する 

 

(3)ピアサポーター交流会（ひといきサンクス）の実施 

養成講座を修了したピアサポーターに対するフォローアップ

研修及び交流の場を提供する 

 

 

(4)ピアサポーターの活用 

養成講座を修了したピアサポーターを家族教室、 

市民向け講座等へ講師として派遣する 

 

(5)ピアサポート研修（３障がい合同研修） 

障がい福祉サービスにおけるピアサポート体制及び 

実施加算の資格研修（R3 年度から開始） 

  

(1)精神障がい者ピアサポート支援者研修 

年度 R4 R5 R6 

参加者 19 人 16人 27人 

 

(2)ピアサポーター養成講座の実施       

年度 R4 R5 R6 

受講者数（実） 9 人 8人 11人 

修了者 9 人 6人 10人 

 

(3)ピアサポーター交流会（ひといきサンクス）の実施 

年度 R4 R5 R6 

実施回数 4回 4回 4回 

参加者 40 人 62人 69人 

(4)ピアサポーターの活用 

上記、３(2)ピアサポーターによる啓発参照 

 

 

(5)ピアサポート研修（3 障がい合同研修） 

R6年度：９月2日～9月 3日 基礎研修、9月9日～9月

10 日 専門研修を開催 

令和６年度こころの健康センターの「にも包括」に係る取り組み 

 

 

 

 



 

 取組内容 令和 4 年度～令和 6 年度実績 

5 関係職員への支援 

(1)区精神保健福祉相談員、保健師等への技術支援 

地域移行等に関する相談事例の対応やケア会議への出

席、区精神保健福祉相談員への研修、技術支援を実

施 

 

(2)研修実施 

訪問看護、居宅支援事業所等で精神保健福祉業務に

従事する職員を対象に研修を実施 

 

(1)相談対応・技術支援件数 

 ・R4 年度:技術支援58件 

・R5 年度:技術支援 10件、研修延 41名 

・R6 年度:技術支援 38件、研修延 96名 

 

(2)研修実施  

年度 R4 R5 R6 

実施回数 2回 4回 3回 

参加者数 30人 170人 184人 
 

6 大阪府、堺市との連携・コーディネート機能 

大阪府下の取り組み状況を把握し広域的な課題につい

て検討し連携を図る 

 

(1)地域移行担当者連絡会議（年 1回）R6.7.9 開催 

・参加機関：(大阪府)障がい福祉室生活基盤推進課、(堺

市)障がい施策推進課企画相談係、(大阪市)福祉局保護

課、健康局こころの健康センター 

(2)大阪府の地域精神医療体制整備広域コーディネーターとの

病院訪問 

・同伴病院訪問：R6年度7回 

7 心のサポーターの養成 

(1)指導者養成研修の受講 

各区とこころの健康センターの精神保健福祉相談員が

指導者養成研修を受講し、今後、指導者としてサポーター

養成研修を実施できるようにする 

(2)養成講座の実施 

令和 6年度より、地域におけるメンタルヘルスへの正し

い理解を広げるとともに、メンタルヘルス不調等の予防、早

期介入につなげることを目的に、市民がメンタルヘルスや精

神疾患に対し、正しい知識を持ち、差別や偏見のない地

域共生社会を構築するための一助として、心のサポーター

養成に取り組んでいる。 

 

（1）指導者養成研修の受講（R6年度） 

 各区とこころの健康センターの精神保健福祉相談員 32 名受講

し、指導者として認定 

 

（2）養成講座の実施（R6年度） 

R6 年度より市民や関係職員向けに実施している 

こころの健康センター実施分 15 回 488 人認定 

区実施分 2 回 80 人認定 

 

８ でかけるチーム精神保健相談 

地域における精神保健福祉相談での複雑困難事例に

対応するため、各区の保健福祉センターからの要請に基

づき、こころの健康センターの専門職員によるチームを編成

し、各区にでかけて事例検討、訪問及び面接等の専門

的な技術援助・支援を行い、もって地域の精神保健福祉

活動の向上を図っている。 

 

・実績（延人数） 

年度 R4 R5 R6 

電話相談 3 51 33 

面接相談 0 3 1 

家庭訪問 0 5 7 

ケース会議 1 ７ 12 
 

９ 入院者訪問支援事業（大阪府・大阪市・堺市共同事

業） 

 

・実施状況 【資料２－５】 


